


 

 

 

「不適正処理事案」 
を早期に解決するために 

 
地域の暮らしの安全・安心を取り戻すため、過去に不法投棄された 

 産業廃棄物について、国の支援を得て、行政代執行による環境修復を
進めます。 

 
（１）行政代執行による事案の是正推進 
 
【主な事業】 
 
① 環境修復事業（環境生活部廃棄物対策局） 
【基本事業名：15203 不法投棄等の早期発見・未然防止、不適正処理の是正の推進】 
（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２廃棄物対策費） 
予算額：(23) ５８６，８９０千円  

→ (24)５７３，５８１千円 
事業概要：地域住民の安全・安心を確保するため、産業廃棄物の

不適正処理事案のうち、原因者による是正が困難な四日市市
大矢知・平津事案などの４事案について、産廃特措法に基づ
く国の支援を得ながら、順次、行政代執行による支障の除去
等に着手するとともに、その他の事案についても周辺環境の
モニタリングを継続実施します。                            
（行政代執行中の３事案、措置命令発出２事案ほか） 

 

             「新たな不適正処理事案の発生」 

を防止するために 

 

産業廃棄物の不適正な処理を未然防止するために、産業廃棄物の発 
生から最終処分が終了するまでの一連の過程において、排出事業者が
より確実に自らの処理責任を果たすための体制を確保します。 

 
 
（１）排出事業者の処理責任の徹底 
 
【主な事業】 

  
  ① （新）産業廃棄物処理責任の徹底促進事業 

（環境生活部廃棄物対策局） 
【基本事業名：15202 産業廃棄物の適正処理・再生利用の推進】 
（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２廃棄物対策費） 
予算額：(23)   －   千円 → (24) ５５，０７１千円 
事業概要：排出事業者に対して廃棄物処理責任の徹底を図るため、 

電子マニフェストの普及促進や優良な処理業者の育成・活用 
を促進します。 

  （電子マニフェスト操作研修会 20 回開催予定） 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

プロジェクトの構成（実践取組と主な事業） 

 
実践取組１ 

 
実践取組２ 


